
  

 

令和５年 ６月 ７日 

古河市議会議長 赤坂 育男 殿 

                                         古河市議会議員 （１番） 印出 慎也 

一 般 質 問 通 告 書 

 

令和５年６月１３日（から令和５年６月２３日まで）の第２回古河市議会定例会において、古河市議会会議規則第６２条第２項の規定

により、一般質問の通告をします。 

なお、質問方式は、古河市議会基本条例第 11 条第 1 項に規定する（ 一括質問一括答弁方式 ・ 一問一答方式 ）で行います。 

 

大項目 質 問 事 項 質 問 要 旨（具体的内容） 答弁を求める者 

1.道路行政について (1)道路要望について ①過去３年間における行政区および自治会から提出

された要望書の件数について 

②行政区長及び自治会長に対して、道路整備の実現ま

での期間等の説明について 

市長 

担当部長 

(2)道路整備の実態について ①過去３年間において整備した道路本数について 

②道路１路線あたりの整備費用について 

③道路１路線あたりの要望書受理から整備完了まで

に要する期間について 

④整備する道路の優先的順位付けについて 

市長 

担当部長 

2.地域における学校と

スポーツの振興につ

いて 

(1)コミュニティ・スクール制度の

導入と学校のあり方について 

①コミュニティ・スクール制度導入のねらいについて 

②新制度における「学校運営の基本方針」とはどのよ

うな内容か。 

教育長 

担当部長 

(2)地域における学校のあり方とス

ポーツの振興について 

①地域の要望による学校施設の整備について 教育長 

担当部長 



 

大項目 質 問 事 項 質 問 要 旨（具体的内容） 答弁を求める者 

3.地域活性化の推進に

ついて 

(1)古河市におけるブランド戦略に

ついて 

①ブランド戦略室を設置した目的について 

②古河市のどのような魅力を発信するのか、そして

発信先のターゲットは誰なのか、具体的な発信方

法について 

③ブランド戦略の事業計画とその進捗管理について 

副市長 

担当部長 

   

   

4.風通しの良い市役所

の実現について 

(1)市役所内での「ハラスメント」

への対応について 

①市役所内でのハラスメントの処分規程とその改正

内容について 

②ハラスメントの通報及び相談体制とその件数につ

いて(過去 10年) 

③ハラスメントの認知件数と加害職員の処分件数に

ついて(過去 10年) 

副市長 

担当部長 

(2)風通しの良い市役所について ①近藤副市長が就任時に示した「風通しの良い職場」

について 

②市役所職員の精神的な療養休暇の状況と近隣自治

体との比較について(過去 10年) 

③市役所職員の中途退職の状況と近隣自治体との比

較について(過去 10年) 

副市長 

担当部長 

 

 

 

  

 


